
各地での流域治水の取組について

国土交通省 水管理・国土保全局
治水課 技術調整官 安井 辰弥



⃝ 短時間降雨の発生回数の増加や台風の大型化等、既に温暖化の影響が顕在化しており、今後、さらに気候
変動により水災害の頻発化・激甚化が予測されている。

出典：気象庁ＨＰより（一部加筆）
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日本近郊の海域平均海面水温は上昇傾向
2019年までの100年間で約0.9～1.5度上昇

近年の日本の水害短時間強雨の発生回数が増加

海面平均水温の上昇

※気象庁資料より作成

一般的には台風は海面
水温が２６～２７℃以
上の海域で発生すると
いわれており、海面水
温が高いほど、台風は
より強くなる。

※台風の発生・発達は海
面水温以外にも大気の状
態も重要な要因であり、
海面水温が高いだけでは
台風の発生・発達につな
がりません。
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水災害の頻発化・激甚化



令和3年8月の大雨による被害
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六角川周辺における浸水被害状況（佐賀県武雄市）

○Ｒ３．８の大雨は、総降水量で比較した場合、平成30年西日本豪雨と概ね同じ規模であったが、氾濫等が発生
した河川数は大幅に減少。

○六角川水系では、本川の堤防決壊は発生しなかったが、県管理河川の氾濫や、内水氾濫により甚大な浸水
被害が発生した。



「流域治水」の施策のイメージ

○ 気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、
「流域治水」へ転換。

○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含め
て一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるための対
策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

集水域

流水の貯留
[国・県・市・利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

[国・県・市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上

持続可能な河道の流下能力の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

氾濫水を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

雨水貯留機能の拡大
[県・市、企業、住民]
雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

浸水範囲を減らす
[国・県・市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい方の工夫

[県・市、企業、住民]
土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討

河川区域

氾濫域 氾濫域土地のリスク情報の充実
[国・県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握

経済被害の最小化
[企業、住民]
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

住まい方の工夫
[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた浸水対
策の促進

被災自治体の支援体制充実
[国・企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫水を早く排除する
[国・県・市等]
排水門等の整備、排水強化

②被害対象を減少させるための対策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復興
のための対策
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森林整備・治山対策

水田貯留 ため池等
の活用

雨水貯留施設
の整備バックウォータ―

対策

排水機場の整備 リスクが低い
地域への移転

学校施設の
浸水対策

海岸保全施設の整備

雨水貯留・排水
施設の整備

堤防整備・強化

遊水地整備

河道掘削

治水ダムの
建設・再生

利水ダム
の活用

集水域

河川区域

氾濫域

砂防関係施設
の整備

リスクの高い地
域

県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体
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吉田川左岸
20k9付近

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、河道掘削、ダム建設・再生、砂防関係施設や雨水排水網の整備 等

②被害対象を減少させるための対策
・土地利用規制・誘導、止水板設置、不動産業界と連携した水害リスク情報提供 等

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・マイ・タイムラインの活用、危機管理型水位計、監視カメラの設置・増設 等

河道掘削
（ 石狩川水系、北海道開発局）

公園貯留施設整備
（名取川水系、 仙台市）

用水路の事前水位低下による雨水貯留
（吉井川水系、岡山市）

二線堤の保全・拡充
（肱川水系、大洲市）

災害危険区域設定
（久慈川水系、常陸太田市）

住宅地盤嵩上げに対する助成
（梯川水系、小松市）

自主防災活動による畳堤設置
（揖保川水系、たつの市）

公園等を活用した高台の整備
（庄内川水系、名古屋市）

避難訓練の支援
（五ヶ瀬川水系、高千穂町）

【ポイントその①】 様々な対策とその実施主体を見える化

【ポイントその③】 あらゆる関係者と協働する体制の構築

【ポイントその②】 対策のロードマップを示して連携を推進

＜ロードマップのイメージ＞

〇 「流域治水プロジェクト」は、国、流域自治体、企業等が協働し、河川整備に加え、雨水貯留浸透施設や土地利用規制、利水ダムの事前放流など、各

水系で重点的に実施する治水対策の全体像を取りまとめたものであり、今般、全国１０９の一級水系、１２の二級水系で策定・公表しました。

〇 本プロジェクトのポイントは、①様々な対策とその実施主体の見える化、②対策のロードマップを示すとともに各水系毎に河川事業などの全体事業費の明

示、③協議会によるあらゆる関係者と協働する体制の構築を行ったことです。

〇 今後、関係省庁と連携して、プロジェクトに基づくハード・ソフト一体となった事前防災対策を一層加速化するとともに、対策の更なる充実や協働体制の強

化を図ります。

・ 全国１０９の一級水系全てにおいて、
総勢２０００を超える、国、都道府県、
市町村、民間企業等の機関が参画し、
協議会を実施。

・ 地方整備局に加え、地方農政局や
森林管理局、地方気象台が協議会の
構成員として参画するなど、省庁横断
的な取組として推進流域治水協議会開催の様子

区分 主な対策内容 実施主体
工程

短期 中期 中長期

氾濫をできるだけ防ぐ、
減らす対策

河道掘削 河川事務所、都道府県、市町村

ため池等の活用 市町村

被害対象を減少させる
ための対策

浸水リスクの低いエリアへの居住誘導 市町村

浸水防止板設置 市町村

被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

公園を利用した高台整備 市町村

地区タイムラインの作成 都道府県、市町村

・ 目標達成に向けた工程を段階的に示し、実施主体間の連携を促進

短 期 ： 被災箇所の復旧や人口・資産が集中する市街地等のハード・ソフト対策等、
短期・集中対策によって浸水被害の軽減を図る期間（概ね5年間）

中 期 ： 実施中の主要なハード対策の完了や、居住誘導等による安全なまちづくり等に
よって、当面の安全度向上を図る期間（概ね10年～15年間）

中長期： 戦後最大洪水等に対して、流域全体の安全度向上によって浸水被害の軽減を
達成する期間（概ね20～30年間）

流域治水プロジェクト ～一級水系（１０９水系）、二級水系（１２水系）で策定・公表～



■遊水地の整備（大和川中流部） 大和川水系流域治水プロジェクト
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三代川地区

目安地区 保田地区

窪田地区

唐院地区

斑鳩町

河合町

安堵町

川西町

大和川水系流域図

大和川中流域

保田地区

○浸水常襲地域である低平地に遊水地を整備し、遊水地による洪水を一時的に貯留することにより、大和川の
水位を低下し地域の浸水被害の軽減を図ります。

遊水地整備予定箇所



■雨水貯留浸透施設（奈良県田原本町）
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②田原本町埋蔵文化財センター駐車場地下貯留施設
（貯留量 １，１２７ｍ３）

①社会福祉協議会駐車場地下貯留施設
（貯留量 ３，８７３ｍ３）

社会福祉協議会駐車場他雨水貯留施設

内部状況

○ 奈良県では、大和川流域内における内水被害地区で、流域市町村と連携して適地に必要な貯留施設の整備を進めています。
田原本町では、内水浸水被害を軽減するため、約5,000㎥の雨水貯留施設が令和3年3月に竣工し、運用を開始しています。

大阪府

奈良県

位置図

田原本町

大和川水系流域治水プロジェクト



0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000

H
12

H
14

H
16

H
18

H
20

H
22

H
24

H
26

H
28

H
30 R
2

■各戸貯留（新潟県新潟市）
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信濃川水系流域治水プロジェクト

○個人住宅等に設置する貯留タンク、雨水浸透ますなどの小規模な施設に対して、地方公共団体が住民等に設置費用を助成
する場合、国が、地方公共団体に対して交付金による支援を実施。

各戸貯留浸透施設（支援対象）のイメージ 取組事例（新潟市）
新潟市では、総合的な雨水対策として雨水流出抑制を地域全体
で拡大するため、宅地内の雨水浸透ます設置の助成を平成12年
度より開始した。
市民から助成を積極的に活用してもらうため、様々な普及啓発活動
の展開に努め市民の理解と協力を得た成果として、令和２年度末
までに、累計で約6万基の雨水浸透ます、雨水貯留槽の設置を行っ
た。

新潟市の雨水貯留浸透施設の設置件数
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■グラウンドを活用した雨水貯留（福岡県久留米市） 筑後川水系流域治水プロジェクト

◆概要
平成30年7月豪雨を受け、令和２年３月に国・県・市で「下弓削川・江川総合内水対策計画」を策定した。そのハード対策のひとつとし

て、久留米大学周辺及び下弓削川流域の浸水被害軽減を目的に、久留米大学御井キャンパスの敷地内に貯留施設の整備を行います。

◆ハード対策概要（久留米大学貯留施設位置図）

最大貯留容量: 21,800m3(110m×154m×1.3m)
※２５ｍプール（２５ｍ×１３ｍ×１．３ｍ）約5２杯分

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ掘下式 約２ｍ

◆貯留施設配置図

①流入管
1.1m×1.0m 2基

②貯留池

③放流管
φ800

久留米大学グラウンド
（東側駐車場より望む）

井田川（幹線排水路）を流れる雨水を久留米貯留施設に貯留（貯留容量最大 21,800m３）することで

〇下弓削川下流域の浸水被害軽減
〇久留米大学周辺の浸水被害軽減

↑

◆貯留施設概要

◆事業の効果

イメージ図

・R2年7月 東合川地区

▼ JR久大線千本杉踏切付近
（R元年8月撮影）

久留米駅方面

▼東合川付近の浸水状況

（H30年7月撮影）

井田川
↓

井田川
（井田川1号雨水幹線）

平常時

大雨時

グラウンドとして利用

雨水を貯留

110m

154m

▽整備前のグラウンド面
（最大２ｍ程度掘り下げ）

久留米大学貯留施設

◆市と大学が整備に関する覚書を締結
～官民連携して浸水対策～

令和3年6月2日締結式の様子

① ②

①

①

下

：下水道事業として整備下

下

下

②

◆浸水被害の状況



田んぼ貯留実施後通常の田んぼ

田んぼ貯留とは、田んぼが持っている貯水機能に着目し、大雨の際に田んぼに雨水を一時的に貯留し、時間をかけて
ゆっくりと排水することで、河川や排水路の急激な水位上昇を防ぎ、洪水被害を軽減する取組です。

水田の排水がそのまま排水路へ流れ、排水路の水位が上
昇します。

[ 出典：トーヨー産業株式会社ホームページ ]

調整装置を取り付け、ゆっくりと排水を流すことで、排水
路の急激な水位上昇を防ぎます。

貯留桝
貯留桝

■田んぼダム（静岡県掛川市） 菊川水系流域治水プロジェクト
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カメラの設置予定箇所

水位計の設置予定箇所

位置図

与惣川流域

水位計の設置

田んぼ貯留の効果を把握するため、
圃場内及び排水先の水路・河川に
簡易型水位計を設置する。

タイムラプスカメラの設置

田んぼ貯留の実施中の状況を確認
するため、圃場内にタイムラプス
カメラを設置する。

水位調整板の設置イメージ

雨水を貯留

堰板および排水桝の設置

左図に示す、約13haの圃場を対象
として、上部にスリットが入った
堰板と水位調整が可能な排水桝を
設置する。
これにより、降雨時に田んぼに最
大30cm程度の貯留を予定する。

約13haの田んぼを対象に、一時的に雨水を貯留できる堰板の設置とともに排水桝を交換することで、田んぼ貯留対策を実施します。
田んぼ貯留対策の効果（ピーク水位・流量の低減・遅延効果）を把握するために、水位計やタイムラプスカメラを設置します。

※対象圃場やカメラ・水位計の位置は変更となる可能性がある。
[ 出典：トーヨー産業株式会社ホームページ ]

【実証実験にご協力いただいた田んぼ】

□：夢ファームおおさか

□：十六水稲団地
※与惣川流域（約530ha）のうち、約13haの田んぼを対象に

30cm程度の貯留を実施します。【総貯留量：約39000㎥】

■田んぼダム（静岡県掛川市） 菊川水系流域治水プロジェクト
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■クリーク（農業用水路）の活用（佐賀県武雄市） 六角川水系流域治水プロジェクト

○ 白石平野では、干拓地に広がるクリークの農業用水を事前に放流して、雨を貯留するポケットを確保すること
により、地域の湛水被害軽減。

水位低下対策を未実施
クリークが満水状態で、雨を貯水で
きない！

農業用用排水路

湛水被害軽減
湛水被害

治水効果

農業用用排水路

白石平野平面図
白石平野クリーク（約5,100ｈａ）の

貯留可能量

約５８０万m3
（約２,２００万m3）
※（ ）書きは、圃場（水田・畑）含む

水位低下対策を実施
事前放流により、貯水位を下げ、雨を貯留！



■霞堤の保全（宮崎県延岡市） 五ヶ瀬川水系流域治水プロジェクト

○五ヶ瀬川の支川である北川は河道幅が狭く、治水安全度向上のためには沿川の農地に築堤する必要があったが、農地の利
用範囲を確保する「地域を守る治水対策」として、霞堤方式を採用し、農地を確保するとともに、浸透や越水による堤防の決壊
リスクを低減する効果を期待。一方で、洪水時の塵芥流入対策が必要。

○霞堤は北川治水の重要な役割をもっており、今後も関係機関と連携し保全に努める。

北川

：開口部からの流入部

北川上流霞堤位置

的野地区

差木野地区

須佐地区

俵野地区

本村地区

家田地区

北川沿川では昭和18年9月、昭和36年10月、

昭和41年8月など度重なる洪水被害が発生

し、治水の必要性が求められていた。

一方、狭い谷底平野の地形であり、平地

が少ない中で主要産業である農地を確保

する必要があった。

昭和40年代、北川村議会にて河川改修と

して霞堤方式を採択し、宮崎県へ要望し、

昭和50年代に築堤整備がなされた。

北川での霞堤の機能 霞堤の保全連続堤方式

霞堤方式

堤防決壊の

危険性

田

田

湛水 霞堤

連続堤

洪水時に流量の一部

を湛水することで、

堤防の決壊リスクを

低減する効果を期待

（その他、ウォータ

ークッションの役割

も果たす）。

また、河川環境の横

断的連続性を確保す

るためにも、霞堤の

保全は重要。

引き続き、霞堤の機能が維持されるように関係機関と連

携し保全に努めていく。

北川の流域特性

河畔林の塵芥等捕捉状況
（北川家田地区）北川家田地区の霞堤流入部（右岸より撮影）

北川

■洪水時を含めた、面

的な連続性が保たれる

ことで、動植物の多様

な生息・生育・繁殖環

境に寄与

本資料のイメージ図は、「北川の霞堤をめぐる地域との合意形成について」第５回流域管理と地域計画の連携方策に関するワークショップ（平成29年12月7日 杉尾哲 宮崎大学名誉教授）の資料を参考に作成

北川

開口部

H28.9.20（台風16号 ）
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千曲川

：災害危険区域

：河川区域

＜長野県中野市古牧地区（千曲川）輪中堤による家屋浸水被害の解消＞

●中野市災害危険区域に関する条例 抄
（災害危険区域の指定）

第２条 災害危険区域は、出水により災害を被る危険性が高い区域で、
市長が指定した区域とする。

２ 市長は、災害危険区域を指定したときは、その旨を告示しなければ
ならない。
（建築制限）

第３条 前条の規定により指定した区域内において、住居の用に供する
建築物を建築してはならない。ただし、災害危険区域を指定した際、現
に存する住居の用に供する建築物を増築し、又はその一部を改築する
場合及び次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(１) 主要構造物（屋根及び階段を除く。）を鉄筋コンクリート造又はこれ

に類する構造とし、別に定める災害危険基準高（以下「基準高」という。）
未満を居室の用に供しないもの
(２) 基礎を鉄筋コンクリート造とし、その上端の高さを基準高以上とした
もの
(３) 地盤面の高さを基準高以上としたもの

輪中堤整備後写真

実施箇所

位置図
●古牧地区での災害危険区域
千曲川の計画高水位（H.W.L）以下の範囲を指定。

輪中堤

A=39.0ha

こまき

ちくま

R1台風19号時洪水状況写真

輪中堤

13

○ 床上浸水被害等の早期解消のため、連続堤での整備ではなく、土地の利用状況を考慮し、一部区域の氾濫を許容した輪中堤を
整備することで、効果的な家屋浸水対策を実施。

○ 長野県中野市古牧地区（千曲川）では、令和元年台風第19号時、輪中堤内の集落は浸水を免れた。

■土地利用と一体となった治水対策（輪中堤） （長野県中野市） 信濃川水系流域治水プロジェクト
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■土地利用と一体となった治水対策（二線堤） （愛媛県大洲市） 肱川水系流域治水プロジェクト

■東大洲地区の浸水被害を軽減するため、市道整備の位置づけとして、大洲市が
二線堤を整備。さらに、氾濫した洪水を速やかに排水する古川樋門を設置。

■湛水可能な量は約60万m3で、大洲市街地に氾濫する洪水を軽減し、氾濫開始時
刻についても、遅らせることが可能。

■二線堤（市道）は、避難路としても活用可能。

二線堤の状況

肱川
愛媛県

香川県

徳島県

高知県

市道の位置づけで二線堤を整備

TP12.24

暫定堤防越流

暫定堤防越水状況

二線堤（市道）

湛水区域

暫定堤防
（越水区間）

古川樋門

二線堤 横断図
二線堤整備状況

古川樋門 一般図

市街地

市街地

湛水区域



15

■条例による土地利用規制（広島県三次市） 江の川水系流域治水プロジェクト

・平成30年7月豪雨により内水被害のあった畠敷・願万地地区は，交通利便性が高く三次中心部に近いことなどから，ハード対策
後も宅地開発等が見込まれ，継続して内水浸水被害の軽減を図っていく取組が必要。
・そのため，三次市では，区域内における建築行為及び開発行為に対し，居室の床面の高さを一定以上とすることや雨水流出抑
制施設を設置すること等を求める条例を整備。（令和３年４月１日制定，１０月１日施行）

建築行為・開発行為を行う際の手順

対象区域：畠敷・願万地地区の一部
基準となる高さ

規制内容など

■建築行為に関する浸水対策（届出が必要）
・床上浸水を防止するため，建築行為届出区域で行う住宅に関
する建築行為について，居室の床面の高さを制限します。
・基準となる高さは，エリアごとに設定します。

■既存の土地・建物所有者による浸水対策（努力義務）
・開発行為届出区域内における建築物又は土地の所有者や使用者は
，雨水流出抑制施設等を設置するよう努めるものします。
■開発行為に関する浸水対策（届出が必要）
・下流域への雨水流出を抑えるため，開発行為届出区域で行う開発
行為について，雨水流出抑制施設の設置を義務化します。
・面積1,000平方メートル以上の盛土等による開発行為が対象です。

雨水流出抑制施設の例

雨水浸透桝 雨水貯留タンク 不要浄化槽の転用
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■高台整備による避難場所確保（埼玉県川島町） 荒川水系流域治水プロジェクト

取組概要
大規模な水害時には町内全域が浸水することから、町外への広域

避難を推進していますが、町外へ広域避難ができなかった方が緊急
的に避難する場所とし、高台避難場所の整備を行う。

取組内容の工夫点・課題・留意点
旧出丸小学校（緊急避難場所：指定避難所）と高台避難場所を連

携させ、防災機能の向上を目指す。

取組による効果
堤防が決壊した場合に、逃げ遅れた方の安全を確保する。

活用可能な制度等
社会資本整備総合交付金（都市防災総合推進事業）



令和２年１２月４日に浜松商工会議所 災害特別委員会（正副委員長会議）にて、「流域治水」やハザードマップ、企業ＢＣＰ作
成について意見交換を行いました。※浜松商工会議所は１５０社の組織

また、令和３年１月２１日 第２４期災害対策特別委員会（浜松商工会議所）に、天竜川の整備状況・ハザードマップ・企業ＢＣＰ
作成について説明を行いました。

【開催概要】
日 時：令和３年１月２１日（木）
会 場：ＷＥＢ会議方式
出 席：第２４期災害対策特別委員会委員※以下参照

浜松商工会議所
国交省浜松河川国道事務所
静岡県浜松土木事務所
浜松市

【開催概要】
日 時：令和２年１２月１４日（木）
会 場：浜松商工会議所
出 席：浜松商工会議所

国交省浜松河川国道事務所

【実施内容】
・「流域治水」やハザードマップ、企業BCP作成につい
て意見交換を実施

【委員からの意見】
・ダム治水協定（事前放流）のことが良く分かった。
・ハザードマップや企業BCPについて勉強になった。
など

浜松商工会議所
資料

浜松商工会議所
での打合せ

吉田事務所長による天竜川整備状況
について説明

災害特別委員会
正副委員長会議の様子

ハザードマップ
実演説明状況

第２４期 災害対策特別委員会
出席者一覧

流域治水プロジェクトの事業展開 （企業BCP作成一事例）■企業ＢＣＰ策定支援 天竜川（下流）水系流域治水プロジェクト
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○水害ハザードマップ（従来）

○水害リスクマップ（新規）

※１ 河道条件：Ｈ２８末時
点

※２ 河道条件：Ｒ５末時点
（高頻度以外は現況河道の計算結果）

現況 整備後

【令和４年度の国土交通省としての取組】

・全国109の一級水系において外水氾濫を対象とした水害リスクマップ
の作成を完了

・特定都市河川や防災まちづくりに取り組む地区において、内水を考慮
した水害リスクマップを作成

ハード整備による
水害リスクの軽減

・現在のリスクに加え、将来のリスクも提示（整備効果の見える化）
・土地利用規制や居住の誘導を促進
・きめ細やかな企業BCPの作成、水害保険への水害リスクの反映

※上記凡例の（ ）内の数値は確率規
模を示していますが、これは例示で
す。

※現在の浸水想定区域図に加えて、より頻度の高い複数降雨による浸水範囲を頻度毎に示した図

○ これまでは想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップを提供してきたところ。

○ 今後は、想定最大規模に加えて、より頻度の高い降雨による浸水範囲を頻度毎に示した水害リスクマップを新たに
整備し、水害リスク情報の充実を図る。

○ こうした取組により「水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり」を促進。

想定される浸水深

水害リスク情報の充実 水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

イメージ

整備効果の見える化のイメー
ジ
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水害リスクマップの活用～立地選択・操業リスク評価、ＢＣＰの策定～



流域治水関連法の概要

◆ 流域水害対策計画を活用する河川の拡大

－ 市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、
自然的条件により困難な河川を対象に追加（全国の河川に拡大）

◆ 流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実

－ 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し、官民による雨水
貯留浸透対策の強化、浸水エリアの土地利用等を協議

－ 協議結果を流域水害対策計画に位置付け、確実に実施

【目標・効果】 気候変動による降雨量の増加に対応した流域治水の実現

(KPI) 〇浸水想定区域を設定する河川数：2,092河川（2020年度）⇒約17,000河川（2025年度）

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、
都市緑地法】

◆ 河川・下水道における対策の強化
－ 利水ダム等の事前放流に係る協議会（河川管理者、電力会社等の利水者

等が参画）制度の創設
－ 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速
－ 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、河川等から市街地へ

の逆流等を確実に防止

◆ 流域における雨水貯留対策の強化

－ 貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保
－ 都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能を有するグリーンインフラとして活用
－ 認定制度、補助、税制特例により、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の

整備を支援

３．被害対象を減少させるための対策
【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

◆ 水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫
－ 浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前

確認（許可制）
－ 防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等により、危険エリアから

の移転を促進
－ 災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により、市街

地の安全性を強化

－ 洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等
まで拡大し、リスク情報空白域を解消

－ 要配慮者利用施設に係る避難計画・訓練に対する市町
村の助言・勧告によって、避難の実効性確保

－ 国土交通大臣による権限代行の対象を拡大し、災害で
堆積した土砂の撤去、準用河川を追加

◎ 堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
【水防法、土砂災害防止法、河川法】

流域治水の実効性を高め、強力に推進するため、 「流域治水関連法」では、４本の柱により、以下の
９法律を一体的に改正
①特定都市河川浸水被害対策法、②河川法、③下水道法、④水防法、⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止
対策の推進に関する法律、⑥都市計画法、⑦防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関す
る法律、⑧都市緑地法、⑨建築基準法
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特定都市河川の指定要件の見直し

【改正概要】
特定都市河川の指定要件に、「接続する河川の状況」又は「河川の周辺の地形等の自然的条件の特殊性」により

河道等の整備による浸水被害の防止が困難な河川を追加

〇 気候変動の影響による降雨量の増加により、現行の特定都市河川の指定要件（※）である「市街化の進展」
以外の自然的条件等の理由により浸水被害防止が困難な河川において、従来想定していなかった規模での
水災が頻発。

〇 これらの河川についても特定都市河川法の指定対象とし、流域一体となった浸水被害対策を講ずる必要。
（※） 現行の特定都市河川の指定要件 ＝河道整備等による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な河川

【特定都市河川法】

接続する河川の水位が高い際
支川からの排水困難

②接続する河川の状況 ③周辺地形その他の
自然的条件

狭隘部により流下
困難

その他地質、自然
条件等

①市街化の進展

家屋連担等により河道拡幅
困難

指定候補河川のイメージ（①から③のいずれか）
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（例：耕地の宅地化）

流域水害対策協議会 計画策定・対策実施
構成員：河川管理者、下水道管理者、都道府県、市町村等

流域治水関連法の活用（特定都市河川の指定による法的枠組の下での流域治水の推進）

○流域治水を実践する計画・体制として、国・都道府県・市町村等の関係者の協働による遊水地等の整備、雨水貯留・浸透対策、
浸水のおそれがある土地の利用等に関する計画を策定し実践する法的枠組「流域治水関連法」が令和３年11月１日に施行

○特定都市河川への指定により本枠組を活用し、実効性のある対策を実施することにより、流域の治水安全度を向上

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第31号）

特定都市河川法の制度・施策等
＜制度・施策等の活用主体＞

民間事業者・住民等市町村
河川管理者等 都道府県

雨水浸透阻害行為の許可
•宅地等以外の土地で行う流出雨水量を増加させるおそれのある行為を許可制とする
•対象：公共・民間、一定規模（1,000m2※）以上 ※条例で基準強化が可能
•雨水貯留浸透施設の整備を義務付け

水害リスクを踏まえた土地利用
規制・住まい方の工夫等

雨水貯留浸透施設の整備

②浸水被害防止区域（浸水被害が
頻発し、住民等の生命・身体に著しい
危害が生じるおそれのある土地を指定）
•指定権者：都道府県知事
•都市計画法上の原則開発禁止
•住宅・要配慮者施設等の開発・建築
行為を許可制とすることで安全性を確保

①貯留機能保全区域（洪水等を一時的に
貯留する機能を有する農地等を指定）
•指定権者：都道府県知事等
•盛土等の行為の事前届出を義務化
•届出内容に対し、必要に応じて助言・勧告
が可能

遊水地・輪中堤・排水機場等の
ハード整備

•流域水害対策計画に位置付けられたメニュー
について整備の加速化

特定都市河川指定 全国の河川へ指定拡大
（国管理区間有：大臣指定、国管理区間無：知事指定）

①雨水貯留浸透施設整備計画の認定
•対象：民間事業者等が整備する施設
•規模要件：≧30m3（条例で0.1–30m3
の間で基準緩和が可能）

•支援策：税制優遇、国庫補助（補助率
1/2）、地方公共団体の管理協定制度

•固定資産税の減税：課税標準を1/6–
1/2の間で市町村の条例で定める割合に
軽減（参酌標準1/3）
②国有地の無償貸付又は譲与
•流域水害対策計画に基づく施設を設置す
る地方公共団体に対し、普通財産である
国有地の無償貸付又は譲与が可能

流域水害対策計画 策定 浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨に対し、概ね20–30年の間に実施する取組を定める
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